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女性にやさしい職場環境づくりモデル事業費補助金

✔女性専用施設（トイレ、更衣室、休憩室）

✔安全確保施設（スロープ、防犯カメラ）

✔福利厚生施設（調理・保温設備）など

宮城県内の
中小企業主・小規模事業主のみなさま

募集期間 令和６年７月３１日（水）まで
※令和７年２月末までに完了する事業

申込手続き
①実施計画書の提出（要件確認）
②事業計画書の提出
※補助金の要件などは裏面を御覧下さい

採択件数 ５件程度（予算額に達した場合、受付を終了します）

女性の活躍・雇用機会の創出を支援します！
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支援内容
女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設、設備又は備品の新設、
増設、改修又は購入に要する経費

事業主体 宮城県内に本社又は主たる事業所が所在していること

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助上限
５０万円
※備品にあっては付属品や設置工事費等を含み総額１０万円以上が
対象となります

採択の主な要件

・宮城県内の事業所での実施すること
・新たに女性正社員の雇用が見込まれること
・女性を雇用しようとする（している）人数に対して過剰でないこと
・他者が所有する施設での整備でないこと

採択方法
受理した事業実施計画を県が審査し、適当と認めたときは、事業実施
主体に補助金の交付内示を通知する。

職場環境づくりの実践例

補助金の概要

★女性専用休憩室の新設 ★女性用トイレの改修


